
 
12
月
定
例
市
議
会
は
、
11
月

30
日
に
始
ま
り
、
初
日
に
は
先

行
議
案
と
し
て
、
介
護
保
険
施
設

の
新
規
入
所
者
等
へ
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
費
用
の
助
成
制
度
の
新
設
に
伴

う
補
正
予
算
な
ど
が
審
議
さ
れ
、

即
日
議
決
さ
れ
ま
し
た
。 

今
月
か
ら
の
検
査
に
適
用 

 

こ
れ
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
介
護
保

険
施
設
及
び
障
害
者
福
祉
施
設
に

新
た
に
入
所
す
る
人
や
、
介
護
保

険
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
通

所
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
す
る
人
の

う
ち
、
県
外
在
住
者
等
と
の
接
触

に
よ
り
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
人

に
対
し
て
、
12
月
１
日
か
ら
来

年
３
月
15
日
ま
で
に
医
療
機
関

が
実
施
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
費
用

を
助
成
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

(

助
成
率
は
、
施
設
に
新
た
に
入

所
す
る
人
に
は
全
額
、
感
染
の
恐

れ
が
あ
る
通
所
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

は
９
割) 

感
染
防
止
の
方
向
目
指
す 

 

感
染
症
の
専
門
家
は
、｢

感
染

の
拡
大
を
防
ぎ
重
症
者
数
を
抑
え

る
に
は
、
高
齢
者
に
感
染
を
広
げ

な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
医
療
施
設
や
高
齢
者
施

設
に
つ
い
て
、
入
院
・
入
所
し
て

い
る
人
、
働
い
て
い
る
職
員
に
定

期
的
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
行
い
、
感

染
拡
大
を
事
前
に
防
ぐ
こ
と
が
重

要
で
あ
る｣

と
指
摘
し
て
い
ま
す

が
、
そ
う
し
た
方
向
を
目
指
す
制

度
と
し
て
評
価
で
き
ま
す
。 

改
善
の
余
地
大
き
い 

 

た
だ
し
、
不
十
分
な
点
が
い
く

つ
も
あ
り
、
よ
り
中
身
の
濃
い
制

度
に
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
議
案
の
内
容
を

問
う
総
括
質
疑
に
立
っ

た
平
良
木
議
員
は
、｢

新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
防
止
の
観
点
か

ら
、
当
市
に
お
け
る
Ｐ

Ｃ
Ｒ
検
査
が
ど
の
よ
う

に
あ
る
べ
き
と
考
え
て

い
る
の
か｣｢

検
査
費
用
の

助
成
対
象
を
介
護
保
険

施
設
及
び
障
害
者
福
祉

施
設
の
利
用
者
の
一
部

に
限
っ
た
の
は
な
ぜ
か｣

と
、
制
度
の
不
十
分
な

点
を
質
し
ま
し
た
。 

市
は
国
頼
り
の
姿
勢 

 

こ
れ
に
対
し
て
市
当

局
は
、｢

国
の
支
援
制
度

を
活
用
し
た
助
成
で
あ

り
、
国
や
県
の
検
査
態

勢
の
範
囲
内
で
の
事
業｣

｢

介
護
施
設
な
ど
に
ウ
イ

ル
ス
を
持
ち
込
む
リ
ス
ク
の
高
い

新
規
入
所
者
を
対
象
に
し
た｣｢

介

護
職
員
な
ど
の
検
査
は
国
の
方
針

が
出
れ
ば
そ
の
時
点
で
考
え
る｣

等
と
答
え
、
国
や
県
の
施
策
に
依

存
し
て
い
る
姿
勢
を
示
し
ま
し

た
。 

社
会
崩
壊
防
げ 

 

ま
た
、
答
弁
に
立
っ
た
市
長

は
、｢

面
的
検
査
を
行
っ
て
無
症

状
の
感
染
者
が
多
く
出
れ
ば
、
そ

の
感
染
者
の
収
容
が
必
要
に
な

り
、
医
療
崩
壊
が
起
き
か
ね
な

い｣

な
ど
と
し
て
、｢

ま
ず
医
療
体

制
の
整
備
が
必
要｣

と
答
え
ま
し

た
。
し
か
し
、
検
査
を
せ
ず
に
感

染
者
を
把
握
で
き
ず
に
い
れ
ば
、

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
感
染
爆
発

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た

場
合
は
医
療
崩
壊
ど
こ
ろ
か
社
会

が
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
は
な
ん
と
し
て
も
防
が

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

市
民
の
命
を
守
る
の
が
自
治
体

の
役
目
で
す
か
ら
、
国
の
検
査
体

制
整
備
の
不
足
を
補
い
、
独
自
に

積
極
的
に
検
査
を
進
め
る
と
い
う

取
組
が
必
要
で
す
。 
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連 橋爪 法一 (吉川区代石) 
絡 上野 公悦 ( ) 
先 平良木哲也 (上中田(金谷区)) 

上越保健所管内感染症患者発生状況 
（11月27日現在） 

 ＰＣＲ検査実施件数 2,910件(前週＋150) 

 感染症患者数    20人(上越市内16人) 

 陽性率          0.69％ 

 12月議会初日に、先行議決議案とし

て、市長や副市長、教育長、議会議員

などの特別職と市の職員の一時金(ボー

ナス)の減額が審議され、いずれも0.05

月分減額することになりました。 

 減額提案の理由は、｢人事院と県人事

委員会の給与勧告に準じて公民格差の

解消を図るため｣です。 

 長引くアベノミクス不況で民間企業

の賃金は下がってばかりで、公務員の

賃金と差が出てきている面があり、市

民からは｢引き下げは当然｣という声が

出されています。こうしたことから、

党議員団は、職員組合との合意がある

ことを確認した上で賛成しました。 

 ただ、市長や議員などの特別職はと

もかくとして、市の職員の賃金水準が

上越地域の賃金水準の維持に貢献して

きたという面と、市内最大の事業所で

ある市役所職員の賃金で市内経済を回

してきたという面を考えると、はたし

て市職員の賃金を減額することだけが

市民にとって利益になるかは、疑問の

余地があるところです。 

 格差を解消のためには、高い方を抑

えるよりも、低い方の底上げがより大

事です。市内企業がより発展して収益

を上げることと、そこで働く人の賃金

アップを図ることに、さらに力を入れ

ることが必要です。 

 市営住宅への入居にあ

たって、これまで必要とさ

れてきた保証人を不必要と

する｢市営住宅条例の一部

改正｣が、12月議会に提案さ

れています。 

 これまでは、身寄りのな

い単身高齢者などは、保証

人を確保できないことから

入所しにくい実態がありま

したので、今回の改正は朗

報です。 

 このように制度の仕組み

や手続きを実態に合うよう

に簡素にしていくことは、

非常に大事なことです。 


